
参加者の有無を確認する公募手続に係る説明書 
 

１ 目的 
特定の者と随意契約しようとする本業務について、特定の者以外で下記の応募要件を満

たし、本業務の受託を希望する者の有無を確認するため、参加意思確認書の提出を公募によ

り求めるものです。 
なお、公募の結果、応募要件を満たすと認められる者が１者の場合には、相手方を特定し

た随意契約の手続に移行する予定です。 
応募要件を満たすと認められる者が複数いる場合には、当該応募者に対して、企画競争を

実施する予定です。 
 
２ 業務の概要 
（１） 委託名  岡山市退所児童等アフターケア事業委託 
（２） 業務内容 別紙仕様書のとおり 
（３） 業務目的 児童養護施設の退所児童等（１８歳以上の者を含む。）は、地域社会にお

いて自立生活を送る際には様々な生活・就業上の問題を抱えながら、自ら

の努力で生活基盤を築いていかなければならない。このため、これらの児

童等に対し生活や就業に関する相談に応じるとともに、居場所を提供る

など必要な支援を行い、地域社会における社会的自立の促進を図ること

を目的とする。 
（４） 委託期間 契約日から令和４年３月３１日まで 
 
３ 応募要件 
（１）法人格を有すること。 
（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第 167 条の 4 及び岡山市契約規則 

（平成元年市規則第６３号）第 2 条第 1 項に掲げる者でないこと。 
（３）岡山市競争入札参加資格及び審査等に関する事項について（昭和 61 年市告示第 120 

号）に基づき岡山市一般競争（指名競争）入札参加資格有資格者名簿（以下「有資格者

名簿」という。）に登載され、役務部門に登録があること。現在、有資格者名簿に登載

がない者も参加意思確認書を提出することができるが、参加意思確認書の提出と併せ

て有資格者名簿に登載されている者と同等であることの認定を受けること。 
（４）参加意思確認書の提出日において、岡山市指名停止基準に基づく指名停止又は指名留

保期間中でないこと。 
（５）社会的養護自立支援事業実施要綱に基づく社会的養護自立支援事業の取組実績を有

し、かつ児童相談所との共同で継続支援計画書を策定し同計画書に基づく支援を行っ

た実績を有すること。 



４ 日程及び期限 
内容 日程・期限 

説明書等の交付 公示日～令和３年３月１９日（金) 
説明書等に関する質問受付 令和３年３月１６日(火)午後５時まで 
説明書等に関する質問回答 令和３年３月１８日(木)午後５時までに掲載 
参加意思確認書の提出 令和３年３月１８日(木)～令和３年３月２２

日(月)まで 
各日午前９時から正午、午後１時～午後５時 
（土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法

律に規定する休日を除く。） 
入札書の提出予定期限※１ 令和３年３月３１日（水）午前１１時 

※１ 応募要件を満たす者が複数いる場合のみ。指名競争入札を実施する場合には、

別途、入札指名通知書をお送りします。 

 
５ 説明書等に関する質問の受付及び回答 
（１）受付方法 

電子メールで、岡山市こども福祉課へ提出すること。 
電子メールアドレス：kodomofukushi@city.okayama.lg.jp 

（２）回答方法 
岡山市ホームページ（事業者情報＞入札・契約＞その他の入札情報＞企画競争・ 

その他）へ掲載します。 
 
６ 参加意思確認書等の提出 
（１）提出書類 

参加意思確認書（様式１） 
実績説明書（様式２） 
有資格者名簿に登載されている者と同等であることの認定を受けるための書類（該 
当者のみ） 

（２）提出方法 
持参のみ 

（３）提出場所 
岡山市こども福祉課 

 
７ その他留意事項 
（１）参加意思確認書が提出期限までに到達しなかった場合は、参加意思確認書を無効 

とします。 
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（２）参加意思確認書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。 
（３）提出された参加意思確認書は、返却しません。 
（４）提出された参加意思確認書は、参加意思確認書の審査以外に提出者に無断で使用 

はしません。 
（５）提出期限以降における参加意思確認書の差替え及び再提出は認めません。 
（６）参加意思確認書に虚偽の記載をした場合は、当該参加意思確認書を無効とするととも

に、虚偽の記載をした者に対して指名停止等を行うことがあります。 
（７）応募要件を満たさないとの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算し

て７日（岡山市の休日を定める条例（平成元年市条例第 44 号）第 1 条に規定する市

の休日を除く。）以内に、書面により、当課に対し応募要件を満たさないとされた理由

についての説明を求めることができるものとします。 
（８）応募要件を満たさないとされた理由についての説明を求められたときは、説明を求め

ることができる最終日から起算して１０日以内に、書面等により回答するものとしま

す。 
（９）本手続は、予算その他本市の事情により中止する場合があります。 
 
【提出先・問い合わせ先】 

岡山市こども福祉課 担当：武 
〒700-8544   岡山市北区大供一丁目１番１号 
電話：086-803-1221  FAX：086-803-1719 
電子メール：kodomofukushi@city.okayama.lg.jp 
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